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 校長  岡  秀 之  

 

暴風・暴風雪・特別警報発表ならびに南海トラフ地震に関する情報が発表された場合の 

児童の登下校について（通知） 

 

 陽春の候、日頃から本校の教育に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。近年の

天候をはじめ、台風、浸水被害、南海トラフ地震による被害などが懸念されるところです。 

つきましては、岡崎市に、暴風等の警報や地震情報が発表された場合の児童の登下校について、下

記の通りに対応しますので、通知させていただきます。 

  

記 

 

１ 暴風警報・暴風雪警報・特別警戒警報が発表された場合 

（１）児童の登校前に、岡崎市に｢暴風警報｣｢暴風雪警報｣「特別警戒警報」が発表されている場合 

 ア 始業時刻２時間前（本校は午前６時１０分）までに、解除された場合は、平常通りの授業を実

施します。通学班で集団登校します。 

 イ 始業時刻２時間前から午前１１時（１１時を含まない）までに解除された場合は、解除後２時

間を経てから授業を実施します。通学班集合時刻を、警報解除の時刻から１時間３０分後とし

て、通学班で集団登校します。なおこのような場合は、給食が中止されます。これらのことは

分かり次第学校メール等でお知らせします。 

  （例）午前８時解除 → 午前９時３０分通学班集合 → 午前１０時授業開始 

 ウ 午前１０時３０分から１０時５９分までに解除された場合は、家庭で早めの昼食をとってから

登校します。 

 エ 午前１１時（１１時を含む）以降も警報が継続されている場合、その日の授業は行いません。 

 オ 午前１１時までに解除されても、道路の冠水、河川の増水、道路の凍結や積雪等で登校が危険

な場合は、保護者の判断により登校を見合わせてください。その場合は、保護者が状況を学校

にお知らせください。 

（２）児童の登校後に、岡崎市に｢暴風警報｣｢暴風雪警報｣「特別警戒警報」が発表された場合 

 ア 児童を待機させ、安全の確保を図ることを原則とします。 

イ 台風の位置、進行速度及び方向、発表時における気象状況等から判断して、通学路の安全を確

認し、児童の安全な帰宅が可能となった場合は、速やかに下校させます。保護者は、できるだ

け通学路に出て迎えてください。なお、警報発表が予想される場合は、岡崎市給食管理室

より、前日までに給食を中止する連絡があることがあります。その場合は、通常の給食

時間前に下校になります。下校時刻が分かり次第、学校メールでお知らせします。 

 ウ 通学路の通行が危険と認められたときは、学校にお迎えに来ていただくことがあります。 

 エ 留守家庭（家の鍵を持っていない、家に入ることができない）の児童は、学校で待機しますの

で、保護者は迎えに来てください。待機場所は体育館ですが、変更する場合があります。 

 オ 上記ア～エの状況、児童のお迎え等の連絡は、学校メールでお知らせします。 

カ 児童が下校したのか学校で待機しているのかわからない場合が予想されます。そうな

らないように、状況や場面によって、下校するか保護者が迎えに来るのか等を、家庭で

確認してください。なお確認のため別紙「児童登校後の警報等発表時の下校の方法につ

いて」の下段を提出してください。また災害の状況により、学校メールや電話等の通信手段

が利用できなくなった場合、児童は学校で待機しますので、保護者でお迎えに来てください。 

 

 



 

２ 南海トラフ地震に関する情報が発表された場合 

（１）児童の登校前に、岡崎市に｢南海トラフ地震に関する情報」が発表されている場合 

上記の「１（１）暴風警報・暴風雪警報・特別警戒警報が発表された場合」のア～オと同様に

対応してください。 

（２）児童の登校後に、岡崎市に｢南海トラフ地震に関する情報｣が発表された場合 

 ア 児童の引き渡しをしますので、保護者は、すみやかに学校へ来てください。児童だけ

での下校はありません。 

 イ 引き渡し場所は運動場ですが、天気により児童昇降口または体育館に変更します。な

お運動場等では、避難所開設準備が始まることから、｢南海トラフ地震に関する情報｣発

表から２０分程度で､引き渡しができていない児童は体育館に移動し待機します。 

 

３ 暴風・暴風雪・特別警報は発表されていないが、大雨などの異常気象により通常の時間

の児童の登下校に困難が予想される場合 

（１）児童の登校前に予想される場合 

ア 気象、通学路の状況等から安全確保が難しい場合は、登校時刻を遅くしたり、授業の

中止をしたりすることがあります。分かり次第、学校メール等でお知らせします。 

イ 連絡がない場合は、通常の登下校とします。 

（２）児童の登校後に気象状況等の悪化が予想される場合 

ア 気象状況等の急な悪化が予想される場合は、下校を早めることがあります。なお、気

象状況の悪化が予想される場合は、岡崎市給食管理室より、前日までに給食が中止の連

絡があることがあります。その場合は、通常の給食時間前に下校、または弁当持参にな

ります。分かり次第、学校メール等でお知らせします。 

イ 下校時の安全が確保できないと認められたときは、保護者にお迎えに来たいただく場

合があります。分かり次第、学校メール等でお知らせします。 

 ウ 上記のア・イの場合、留守家庭（家の鍵を持っていない、家に入ることができない）の児童の

うち、学校で待機する場合は、児童のみでの下校はできませんので、保護者は迎えに来てくだ

さい。（警報が発表されていなければ、子どもの家などは開所しています）待機場所は体育館

ですが、変更する場合があります。 

 エ 上記ア～ウの状況、児童のお迎え等の連絡は、学校メール等でお知らせします。 

オ 上記「１（２）カ」のように、下校か待機かがわからない場合が予想されます。そう

ならないように、状況や場面によって、下校するか保護者が迎えに来るのか等を、家庭

で確認してください。なお確認のため、別紙「児童登校後の警報等発表時の下校の方法

について」の下段を提出してください。 

 

４ その他 
・学校は、気象台からの警報の発表や感染症拡大防止等について、教育委員会をはじめ気
象庁、保健所、学校医、近隣学校と連携して、登校・下校等の方法を決めています。 

・学校メールの登録の確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

（連絡先：羽根小学校 教頭 電話５１－１７９５） 
 


